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外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）に関する対応について（案）

○ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ｉ）については、現時点で未取得の医療機関が多いことから、
令和８年度改定において同様の評価を設定する際には、令和６・７年度の算定状況に応じて、評
価に差を設ける必要があるのではないか。
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注：歯科・訪問看護についても同様の対応を想定 23


